
　長野県新記録（県・高校・中学・学童）認定基準 令和6年3月3日

（一社）長野県水泳連盟

長野県新記録認定委員会

1 第一区分・第二区分登録が双方共に長野県登録選手であること。

2 長野県代表として出場した競技会の記録であること。（国体・三県対抗・日本スポーツマスターズ等）
（長野県代表選手については常務理事会で承認を得た選手とする）

3 第一区分登録が県外登録者・学連登録者の場合、長野県で「ふるさと選手」の登録をした選手であること。

　　競技会
所属例

県代表を選出する競
技会（国体予選等）

国体・三県

ｴﾝﾄﾘｰ所属 学連 長野県 学連 ＳＣ 学連 ＳＣ

県外大学　県内出身 ○　ふるさと選手 ○ × ○ × ○

県内大学　県内出身 ○　ふるさと不要 ○ × ○ × ○

県内大学　県外出身 ○ ふるさと対象外 ○ × × × ×

県外大学　県外出身 × ふるさと対象外 × × × × ×

4 該当年度の４月１日～３月３１日までに行われた公認大会において記録が公認されていること。

5 該当年度の各種目長野県歴代最高記録であること。

6 該当年度の選手登録情報に誤りが無いこと。

7 県内大会においては、主管団体の記録担当責任者より「公式・公認競技会　報告書」により報告されていること。

8 県外大会においては、所属団体等（国体及び三県選手団含む）から記録の報告とその記録を証明するものを添えて報告があること。
　　　　　　　　　　　＊国体及び三県選手団には「記録報告責任者」を設ける。

9 リレ－種目においては、該当年度の同一所属であること。

10 該当年度の記録認定は、長野県新記録認定委員会で確認し認定された記録とする。

11 歴代最高記録が無い種目での記録発生については、常務理事会が認定した上で記録の頭に＊を付加し参考記録として公開する。
又、同一年度内で参考記録を上回る記録が発生した場合の新記録認定は、常務理事会の判断とする。
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